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１ 趣旨

きめ細かな行政サービスを提供し、地域住民の意向を反映した個性豊かな地域

社会・地域づくりを実現するためには、住民に一番身近な行政主体である市町村

が行政サービスの主体的な運営を行う、市町村中心の地方行政を進めていくこと

が大切である。

また、地方分権改革は、これまでの地方分権改革推進委員会による勧告方式に

替わり、提案募集制度が導入されるなど、新たなステージを迎えた。この地方分

権の流れを確かなものにするために、県は「対話と協調」を基本として、市町村

との連携を図りながら、引き続き権限の移譲の取組を進める。

２ これまでの取組経過

県では、昭和５５年度から事務委任制度を活用した権限移譲を市町村と連携しな

がら進めてきた。

平成１２年の地方分権一括法施行後は、住民に身近な事務については住民に身近

な自治体である市町村で事務を行えるよう、群馬県知事の権限に属する事務の処理

の特例に関する条例等(以下「事務処理特例条例」という。)に基づく移譲を推進し、

これまで、計画的な移譲に取り組んできた。

【参考 これまでの基本計画等による実績（移譲法令・事項数の累計）】

基本計画等の名称（推進期間） 法令数 事項数 備 考

第１次権限移譲推進基本計画 31 272

（平成９年度～平成１２年度）

第２次権限移譲推進基本計画 37 369

（平成１３年度～平成１６年度）

第３次権限移譲推進基本計画 34 379 指定管理者制度導入で法

（平成１７年度～平成１９年度） 令数が減少

新ぐんま権限移譲推進プラン 54 690

（平成２０年度～平成２２年度）

新ぐんま権限移譲推進プラン（改訂） 49 657 第二次一括法による法定

（平成２３年度～平成２５年度） 移譲で法令数及び事項数

が減少

新ぐんま権限移譲推進プラン 49 665

（第２次改訂）

（平成２６年度～平成２８年度）

※法令数には条例を含む。

※事項数は事務処理特例条例に規定している条項数。
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３ 対話と協調による権限移譲

権限移譲に当たっては、地方行政の担い手である県と市町村との「対話と協調」

を基本に、県・市町村の役割分担や権限移譲の範囲、進め方等について、「ぐんま

県・市町村パートナーシップ委員会」において十分協議を行うなど、理解と連携を

図りながら権限移譲を進める。

４ 権限移譲の目的

分権型社会において、一層の住民自治及び団体自治の充実を図っていく観点から、

次の二つの目的の達成を目指して取り組む。

１．住民（県民）の利便性の向上

２．市町村の自治機能の強化

５ 権限移譲の方式

(1) 基本リスト

権限移譲に当たっては、移譲可能事務を基本リストとして提示し、市町村が自ら

移譲を受ける事務を選択する方式を基本とする。

※ 移譲対象とする事務については、県と市町村との役割分担や地方分権改革の動

向を踏まえて、ぐんま県・市町村パートナーシップ委員会などにおいて協議・調

整の上、随時見直しを行う。

※ 基本リストに掲載されていない事務については、市町村から移譲希望があった

場合、移譲に向けた検討・協議を行うものとする。

（2） 重点移譲リストの提示

基本リストのうち、「４ 権限移譲の目的」に特に資すると認められるものにつ

いては、重点移譲事務として位置付けた上で、事務毎に行動計画を定め、重点的な

移譲を進める。

重点移譲事務の一部については、ぐんま県・市町村パートナーシップ委員会を活

用するなどし、移譲に向けた検討を行う。



- 3 -

６ 権限移譲に伴う支援措置

市町村が移譲事務を円滑に執行できるよう、次のとおり支援を行う。

(1) 財政支援

◆ 市町村が移譲された事務を処理するために必要な経費については、個別法等に

よる移譲事務を除き、「群馬県事務処理特例交付金交付要綱」等に基づき、所要

の財政支援を行う。

◆ 事務処理特例交付金の算定基礎や交付の仕組みについては、市町村における事

務処理の実態を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。

(2) 人的支援

◆ 移譲事務の実施に際して必要となる技術や知識の習得のため県の機関に研修職

員を受け入れるなど人材育成等の支援を行う。

◆ 専門職員の配置が必要となる事務等について、市町村から職員の派遣等につい

ての申入れがあったときは、必要に応じて、一定期間、県職員を当該市町村に派

遣するなどの支援を行う。

(3) その他の支援

◆ 事務処理が適切に行われるよう、事務処理に関する事前研修・説明会の実施や

事務処理マニュアルの作成等を行うとともに、市町村において条例・規則等の規

定整備が必要となる場合は、技術的な支援を行う。

◆ 移譲後についても、市町村からの照会に随時対応するなど必要なバックアップ

体制を構築する。

◆ 許認可・届出等の権限移譲に伴い、住民等の手続の窓口が県から市町村へ変更

となる場合は、県ホームページにおいて公表するなど広く周知し、円滑な移行を

支援する。
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７ 権限移譲の手続

権限移譲を円滑に進めるため、次の流れを基本として事務手続を進める。

なお、年度途中の移譲についても必要があるものについては別途対応する。

(1) 基本的な流れ

① 権限移譲の進め方等の検討

◆ 権限移譲に関する市町村の意向確認調査を毎年度実施する。

◆ 重点移譲リスト掲載事務や他の都道府県で移譲が進んでいる事務を中心に、

説明会等を行う。

② 移譲に関する協議・調整

◆ 市町村の意向確認調査結果を踏まえ、県の所管課において関係市町村と調整

及び必要な情報提供を行う。

◆ その間、県総務課は各市町村地方分権（権限移譲）担当課に対して必要な情

報提供を行う。

◆ 移譲する前年度の８月を目途に移譲予定事務を決定する。

◆ 決定した移譲予定事務については、市町村に対し、事務処理特例条例等の改

正に関する書面協議（地方自治法第２５２条の１７の２第２項又は地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第５５条第２項に基づく協議）を行い、権限移

譲に関する最終的な合意を図る。

③ 事務処理特例条例の改正

◆ 市町村への権限移譲に際して事務処理特例条例の改正が必要となる場合に

は、原則として県議会第３回定例会（後期）へ改正条例案を提案する。

◆ 市町村においては、県における改正条例等の成立を受けて、例規の整備及び

住民への周知等を行う。

(2) 市町村からの移譲要請制度に基づく移譲

本方針に基づく手続によるほか、地方自治法（第２５２条の１７の２第３項）及

び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（第５５条第６項）に基づき、市町村

長が議会の議決を経て知事に対して移譲要請を行うことができる制度を活用するこ

とも可能である。
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８ ぐんま県・市町村パートナーシップ委員会

◆ ぐんま県・市町村パートナーシップ委員会を引き続き設置し、権限移譲全般

について幅広く情報共有を行うとともに、権限移譲の推進に向けた検討等を行

う。

◆ 情報交換や実務面での検討などはワーキンググループ等の活用を中心に行

い、委員会は特に重要な事項についての決定等を行う場合に必要に応じて開催

する。

９ その他

◆ 本方針は、国の地方分権改革の動向など社会情勢の変化により必要が生じた

場合は、見直しを行う。
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（参考１） 移譲に向けたスケジュール

４月

８月

１０月

１２月

１月

４月

市町村の意向確認調査

地方自治法等に基づく法定協議

事務処理特例条例の改正

移譲に向けた準備

権 限 移 譲

具体的な協議・調整により移譲予定事務を決定
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（参考２）
地方自治法（抄）
(条例による事務処理の特例)
第２５２条の１７の２ 都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるとこ
ろにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理す
ることとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。

２ 前項の条例(同項の規定により都道府県の規則に基づく事務を市町村が処理することとする場合
で、同項の条例の定めるところにより、規則に委任して当該事務の範囲を定めるときは、当該規則
を含む。以下本節において同じ。)を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あら
かじめ、その権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなけれ
ばならない。

３ 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第１項の規定によりその権限に属
する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。

４ 前項の規定による要請があったときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しな
ければならない。

(条例による事務処理の特例の効果)
第２５２条の１７の３ 前条第１項の条例の定めるところにより、都道府県知事の権限に属する事務
の一部を市町村が処理する場合においては、当該条例の定めるところにより市町村が処理すること
とされた事務について規定する法令、条例又は規則中都道府県に関する規定は、当該事務の範囲内
において、当該市町村に関する規定として当該市町村に適用があるものとする。

２ 前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対
して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行う
ことができるものとする。

３ 第１項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により市町村が国の行政機関と
行うものとなる協議は、都道府県知事を通じて行うものとし、当該法令の規定により国の行政機関
が市町村に対して行うものとなる許認可等に係る申請等は、都道府県知事を経由して行うものとす
る。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄）
(条例による事務処理の特例)
第５５条 都道府県は、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、
市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとさ
れた事務は、当該市町村の教育委員会が管理し及び執行するものとする。

２ 前項の条例を制定し又は改廃する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、当該都道府県
委員会の権限に属する事務の一部を処理し又は処理することとなる市町村の長に協議しなければな
らない。

３ 市町村長は、前項の規定による協議を受けたときは、当該市町村委員会に通知するとともに、そ
の意見を踏まえて当該協議に応じなければならない。

４ 都道府県の議会は、第１項の条例の制定又は改廃の議決をする前に、当該都道府県委員会の意見
を聴かなければならない。

５ 第１項の規定により都道府県委員会の権限に属する事務(都道府県の教育委員会規則に基づくも
のに限る。)の一部を市町村が処理し又は処理することとする場合であつて、同項の条例の定める
ところにより教育委員会規則に委任して当該事務の範囲を定める場合には、都道府県委員会は、当
該教育委員会規則を制定し又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該事務を処理し又は処理
することとなる市町村委員会に協議しなければならない。

６ 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第１項の規定により当該都道府県
委員会の権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。

７ 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該都道府県委員会に通知
するとともに、その意見を踏まえて当該市町村の長と協議しなければならない。

８ 市町村の議会は、第６項の議決をする前に、当該市町村委員会の意見を聴かなければならない。
ただし、第２３条第１項の条例の定めるところにより、当該市町村委員会が、第６項の要請に係る
事務の全てを管理し、及び執行しない場合は、この限りでない。

９ 地方自治法第２５２条の１７の３並びに第２５２条の１７の４第１項及び第３項の規定は、第１
項の条例の定めるところにより、都道府県委員会の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場
合について準用する。この場合において、これらの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」
と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教育委員会」と、「市町村長」とあるのは「市町村教育
委員会（中略）」と読み替えるものとする。

１０ 第２３条第１項の条例の定めるところにより都道府県知事が管理し、及び執行する事務につい
ては、当該事務を都道府県委員会が管理し、及び執行する事務とみなして、第１項から第３項まで
及び第六項から前項までの規定を適用する。この場合において、第７項中「速やかに、当該都道府
県委員会に通知するとともに、その意見を踏まえて」とあるのは「速やかに、」と、前項中「これ
らの規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県教
育委員会」と、」とあるのは「同条第４項中」とする。


